
★：数値目標設定事業

№  節（細節）
事　業　名

（取り組み項目）
事業内容

（取り組み内容）
５か年の
評価

担当課

第１節　地域における子育ての支援

　（１）地域における支援サービスの充実

1
1-(1)
★

一時預かり事業の促進 突発的に必要となる一時預かり事業の促進 ○ 子育て支援課

2
1-(1)
★

病児・病後児保育(病児対応型・病後
児対応型)の実施

病気中や病気の回復期にある児童の保育を病院や保育所等で
行う取り組みの促進

○ 子育て支援課

3
1-(1)
★

病児・病後児保育(体調不良児対応
型)の実施

児童が保育中に体調不良となった場合、保育所で当日の緊急
対応等を行う取り組みの促進

△ 子育て支援課

4
1-(1)
★

児童養護施設等での児童の短期養
育の実施（ショートステイ）

保護者の疾病等のため、家庭での養育が困難となった児童を
短期間養育する事業の促進

○ 子育て支援課

5 1-(1) 放課後児童クラブの整備促進 放課後児童クラブを整備する市町村等への助成 △ 子育て支援課

6
1-(1)
★

放課後児童クラブの実施 放課後児童クラブを運営する市町村等への助成 △ 子育て支援課

7
1-(1)
★

放課後子どもプラン推進事業
放課後や週末等の子どもたちの安全で安心な居場所づくりを進
め、地域の協力を得て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民
との交流活動を実施

○ 教・社会教育課

8
1-(1)
★

ファミリー・サポート・センターの設置
促進

地域で育児の相互援助活動を行うファミリー・サポート・センター
の設置促進

○ 子育て支援課

9
1-(1)
★

地域子育て支援拠点（児童館型）の
設置促進

民営の児童館等において親子が相談・交流できる場の設置促
進

△ 子育て支援課

10
1-(1)
★

地域子育て支援拠点（センター型）の
設置促進

育児不安解消のため相談指導などを行う場の設置促進 △ 子育て支援課

11
1-(1)
★

地域子育て支援拠点（ひろば型）の
設置促進

子育て中の親子が相談・交流できる場の設置促進 △ 子育て支援課

12 1-(1)
地域子育て支援拠点施設研修の実
施

地域子育て支援拠点職員を対象とした研修会の実施 △ 子育て支援課

　（２）子育てにかかる負担の軽減

13 1-(2)-ｱ 子育て相談総合窓口の設置・運営

・子育て中の母親等の育児不安や悩みに関する相談
・臨床心理士によるカウンセリング
・子育て当事者や子育てサークルへの助言
・情報提供
・市町村窓口の支援

○
子育て支援課
教・社会教育課

14 1-(2)-ｱ ヤングテレホン 少年の非行問題、困りごと、犯罪被害などの相談 ○
警・少年・女性安
全対策課

15
1-(2)-ｱ
★

子育て支援リーダー養成事業
子育て支援コーディネーターを始め、子育て支援を行っている
活動者を対象に地域の家庭教育・子育て支援のリーダーとして
活動できる人材を養成

◎ 教・社会教育課

16
1-(2)-ｱ
★

子育て支援ホームページ
(やまなし子育てネット）

支援制度、遊び場やイベントなど子育てに関するあらゆる情報
の提供

◎ 子育て支援課

17 1-(2)-ｱ 安心子育てテレフォン
電話（自動応答システム）による24時間体制の子育て情報の提
供

○ 子育て支援課

18 1-(2)-ｱ やまなし子育てマガジン 利用登録者に対し、毎月子育て支援に関する情報をメール配信 ○ 子育て支援課

19 1-(2)-ｱ 子育てハンドブックの作成配布 支援制度や相談窓口など子育てに必要な情報の提供 ◎ 子育て支援課

20 1-(2)-ｱ 幼児教育放送「子育て日記」 乳幼児及び小学校低学年を対象とした子育て情報の提供 ○ 教・社会教育課

21 1-(2)-ｱ
地域密着子育て情報の提供の促進
（安心こども基金事業）

地域に密着した情報誌を作成して健診時などに手渡し、孤立化
の防止を図る市町村への助成

○ 子育て支援課

22 1-(2)-ｲ
母親クラブへの支援（地域組織活動
育成事業）

地域において児童福祉の増進を図る母親クラブなどの活動に
助成

○ 子育て支援課

23 1-(2)-ｲ
地域の子育て支援ネットワークの形
成促進

地域のボランティアをネットワーク化（保育サポーター）し、保育
所と協働して事業を実施する市町村への助成

○ 子育て支援課

24 1-(2)-ｲ
子育て支援団体・子育てサークル等
のネットワーク化の推進

子育て支援関係団体同士が連携した取り組み、ネットワーク化
を推進

○ 子育て支援課

25 1-(2)-ｲ 子育てハーモニーひろば事業
ショッピングセンター等の日常生活に密着した施設で様々な子
育て支援サービスを提供

○ 子育て支援課

26 1-(2)-ｳ 児童手当県負担金
児童手当法に基づく児童手当の県負担分を市町村に交付（子ど
も手当の一部として支給）

◎ 子育て支援課

27 1-(2)-ｳ やまなし子育て応援カード
協賛企業を募り、県内18歳未満の子ども又は妊婦がいるすべて
の子育て家庭に対して、商品の割引などのサービスを提供

○ 子育て支援課

28 1-(2)-ｳ 交通被災遺児ヘの修学奨励
交通被災遺児の修学の奨励のため、奨学金等の給付による経
済的な援助と精神的支援

○ 教・高校教育課

29 1-(2)-ｳ 奨学金の貸付 経済的な理由により修学が困難な生徒へ奨学金等を貸与 ○ 教・高校教育課

30 1-(2)-ｳ 高等学校授業料の無償化等
すべての高校生が安心して勉学に打ち込めるように、国の授業
料不徴収制度や就学支援金制度により、授業料の無償化を推
進

○
私学文書課
教・高校教育課

31 1-(2)-ｳ 私立高校授業料の減免
修学が困難な生徒の経済的負担を軽減するため、授業料の減
免をする私立高校への助成

○ 私学文書課

32 1-(2)-ｳ 生活福祉資金の貸付金
経済的な理由により修学が困難な生徒への教育支援資金の貸
付

○ 福祉保健総務課

33 1-(2)-ｳ 乳幼児医療費の助成 乳幼児の医療費への支援を行う市町村への助成 ○ 子育て支援課

34 1-(2)-ｳ 重度心身障害者医療費の助成 重度心身障害者（児）の医療費への支援を行う市町村への助成 ○ 障害福祉課

35 1-(2)-ｳ 小児慢性特定疾患医療費の給付 小児慢性特定疾患で入院や通院をする児童の医療費の給付 ○ 健康増進課

やまなし子育て支援プラン後期計画の５か年の評価一覧
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36 1-(2)-ｳ 育成医療の給付 身体に障害のある児童が、生活能力を得るための医療の給付 ○ 健康増進課

37 1-(2)-ｳ 養育医療の給付 未熟児に対し、養育に必要な医療の給付 ○ 健康増進課

　（３）児童の健全育成

38 1-(3) 児童ふれあい交流の促進

次世代育成支援対策交付金事業におけるその他の事業におい
て、「子育て環境について地域住民等が考える機会の提供」「地
域住民の子育て支援活動交流の促進」「中高生の居場所づく
り」「巡回児童館活動」など、市町村が実施主体で進める

○ 子育て支援課

39 1-(3)
地域ぐるみ青少年育成活動への助
成

青少年育成山梨県民会議が行う青少年のための地域活動への
助成
・幼児の遊び場づくり
・有害環境浄化活動
・親子のふれあい、青少年同士や異年齢児の交流促進

○ 教・社会教育課

40 1-(3) 高齢者とのふれあい
長い人生経験から培われた知識や技能をもつ高齢者を「ことぶ
きマスター」として認定し、広く活用されるよう周知

○ 長寿社会課

41 1-(3)
農山村における体験活動施設等の
充実

中山間地域の振興を図るための総合的な整備のなかで、農山
村と都市の子どもたちの相互交流を促進するための施設に対し
助成

○ 耕地課

42 1-(3)
夏休みふるさと子どもランドカーニバ
ル

東京の子どもたちと自然体験を通して交流する活動への助成 ○ 教・社会教育課

43 1-(3)
青少年健全育成のための情報の提
供

青少年育成山梨県民会議が行う青少年活動に係る様々な情報
の提供や、情報が容易に伝わるネットワークを充実

○ 教・社会教育課

44 1-(3)
地域の青少年活動への指導者派遣
に対する助成

青少年育成山梨県民会議が地域の青少年活動の活性化のた
めに実施する地域ぐるみでの多様な青少年活動を支援するた
めの助成

○ 教・社会教育課

45 1-(3) 子どもクラブ親睦球技大会
たくましく心豊かな少年を育成するための球技大会の開催への
助成

○ 教・社会教育課

46
1-(3)
★

児童館の整備促進 児童館、児童センターを整備する市町村への助成 ◎ 子育て支援課

47 1-(3)
やまなしどんぐりクラブ（やまなし緑育
推進事業）

子どもたちに森林や緑に親しんでもらうため、どんぐりを拾って
きた児童等の会員登録、会報の発行及び苗木の贈呈を行う

◎ みどり自然課

48 1-(3) 学校林の活用
小・中学校における森林を活用した環境教育を推進するため、
学校林の活用を促進

○ みどり自然課

49 1-(3) 林業の活用（森の教室の開催）
森林・林業に対する理解を深めるため、小・中学生とその親など
を対象に林業体験学習会を開催

○ 森林環境総務課

◎：目標以上の達成　　→ 6

○：目標どおり達成　　→ 36

△：一定の成果があった→ 7

×：未達成　　　　　　→ 0
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第２節　保育サービスの充実

　（１）保育の充実

50 2-(1) 保育所施設及び設備整備の促進
必要な保育ニーズに対応した保育所の施設及び設備整備の促
進

◎ 子育て支援課

51
2-(1)
★

通常保育の実施（3歳未満児）
保護者の委託を受け、保育に欠ける児童（3歳未満児）の保育を
行う保育所への助成

◎ 子育て支援課

52 2-(1) 通常保育の実施（3歳以上児）
保護者の委託を受け、保育に欠ける児童（3歳以上児）の保育を
行う保育所への助成

○ 子育て支援課

53
2-(1)
★

延長保育の実施 1日11時間を超えて保育所を開所する延長保育の促進 △ 子育て支援課

54
2-(1)
★

幼稚園における預かり保育の促進
通常の教育時間終了後2時間以上預かり保育を実施する私立
幼稚園への助成

○ 私学文書課

55
2-(1)
★

夜間保育の実施 概ね午後10時まで開所する夜間保育所への助成 × 子育て支援課

56
2-(1)
★

休日保育の実施 休日に保育を行う保育所への助成 × 子育て支援課

57
2-(1)
★

特定保育の実施
1週間の中で特定の日時のみの保育に対応する保育所への助
成

× 子育て支援課

58 2-(1) 認可外保育施設への支援 認可外保育施設職員の健康診断への助成 ○ 子育て支援課

59
2-(1)
★

認定こども園の整備促進
保育と就学前の教育を一体として捉えた認定こども園の整備促
進

◎ 子育て支援課

　（２）保育の質の向上

60 2-(2) 保育所アクションプログラムの推進
「保育所保育指針」を踏まえ、保育実践の改善・向上、関係機関
の連携、子どもの安全確保、職員の資質向上などを一体的・計
画的に推進

○ 子育て支援課

61
2-(2)
★

幼稚園教諭、保育士等を対象とした
研修会の実施

保育所等における保育の質の向上のための研修会の実施 ○ 子育て支援課

62 2-(2)
福祉サービスに対する第三者評価事
業の促進

第三者評価事業を推進していくための組織の強化と評価機関
の行う評価の質の向上の推進

○ 福祉保健総務課

63 2-(2)
第三者評価事業を行う保育所増加に
向けた取り組み

第三者評価事業の保育所への普及促進 ○ 子育て支援課

◎：目標以上の達成　　→ 3

○：目標どおり達成　　→ 7

△：一定の成果があった→ 1

×：未達成　　　　　　→ 3
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№  節（細節）
事　業　名

（取り組み項目）
事業内容

（取り組み内容）
５か年の
評価

担当課

第３節　親と子の健康の確保及び増進

　（１）母と子の健康づくり

64 3-(1)
母子保健サービス向上のための取り
組み

母子保健評価運営委員会の開催、母子保健推進会議の開催 ○ 健康増進課

65 3-(1) 母子保健研修会等
母子保健関係者の研修、担当会議、関係機関との連絡調整、
事例研究

○ 健康増進課

66 3-(1) 妊娠、出産に関する知識の普及 母親学級、両親学級を開催する市町村への支援 ○ 健康増進課

67 3-(1) 妊婦健診の充実
妊婦健診の受診率を高めるため、市町村が実施する妊婦健診
事業へ助成

○ 健康増進課

68 3-(1) 先天性代謝異常検査の実施 新生児の先天性代謝異常児の早期発見 ○ 健康増進課

69 3-(1) 母子保健情報の提供 母子保健ライブラリーの開設による情報の提供 ○ 健康増進課

70 3-(1) 女性健康相談ｾﾝﾀｰの運営
女性が健康状態に応じ的確に自己管理を行い、女性特有の疾
患の予防等のための情報提供等を行い、女性の健康保持増進
を図る

○ 健康増進課

71 3-(1) 遺伝等母子保健専門相談の実施 遺伝等に関する専門相談 ○ 健康増進課

72 3-(1) 育児等健康支援事業の実施
相談による育児不安の解消や授乳方法の実習など妊婦や母親
へ働きかけをする事業の促進

○ 健康増進課

73 3-(1) 長期療養児等療育相談事業
慢性疾患児への適切な寮育指導やピアカウンセリング等の実
施

○ 健康増進課

74 3-(1) 愛育会活動への支援
妊婦や乳幼児のいる家庭への声かけ活動を中心に地域全体で
子育てを支援する土壌づくりを推進する愛育会への助成

○ 健康増進課

75 3-(1) 休会地区等の愛育会活動の普及 活動強化のための班員研修などを実施する愛育会への助成 ○ 健康増進課

76 3-(1) 愛育会への事業委託
乳幼児健診や予防接種等の未受診児家庭への声かけ、ふれあ
い交流事業など家庭の養育力を強化

○ 健康増進課

　（２）周産期医療・小児医療等の充実

77 3-(2) 医師修学資金貸与事業
将来、山梨県内の公立病院等の医師として従事しようとする医
学生等に対して、修学資金を貸与

○ 医務課

産科選択医師への奨励金の交付
県内病院における産科後期研修プログラムにより後期研修を受
けている医師に奨励金を交付

医務課

産科選択医師への奨励金の交付
山梨県統一産婦人科専攻医研修プログラムにより研修を受け
ている医師に奨励金を交付

医務課

79 3-(2)
分娩手当を支給する医療機関等へ
の支援

分娩手当を支給する医療機関等に対して補助金を交付 ○ 医務課

80 3-(2)
助産師外来の導入促進、産科セミ・
オープンシステムの導入促進

山梨大学に地域周産期等医療学講座を設置し、助産師外来の
導入・運用等に関する研究を行う

○ 医務課

81 3-(2)
分娩の取り扱いを中止した医療機関
のある地域への対応

分娩を取り止めた地域の病院において、妊婦健診を受けられる
ようにするとともに、助産師である産科相談員がきめ細かい保
健指導を実施

○ 医務課

82
3-(2)
★

総合周産期母子医療センター
ハイリスク妊婦及びハイリスク新生児に対応するため、高度な
診療機能と医療設備を備え２４時間体制で運営

○ 医務課

83 3-(2) 周産期救急搬送体制の確保
周産期医療機関における受入体制などを確保し専門的な医療
を迅速に提供

○ 医務課

84 3-(2) 未熟児の搬送確保
より専門的な医療が必要な未熟児を養育医療指定医療機関に
救急車で搬送するため、未熟児搬送用保育器を医療圏に配置
し、搬送体制を確保

◎ 健康増進課

85 3-(2)
小児初期救急医療センターの運営支
援

休日夜間における小児救急医療を行うため小児初期救急医療
センターの運営等へ助成

○ 医務課

86 3-(2) 二次救急医療体制の整備 小児二次救急医療体制としての病院群輪番制への助成 ○ 医務課

87 3-(2) 小児医療給付による支援
養育医療、自立支援（育成医療）、小児慢性特定疾患等の小児
医療給付及び訪問等による個別の相談や情報提供等の支援

○ 健康増進課

88 3-(2) 保護者等に対する情報提供
子どもの病気やけがの発生予防、応急対応知識の普及のため
のホームページなどによる情報の提供

○ 医務課

89 3-(2) 小児救急電話相談
小児救急に精通した看護師等による子どもの病気に関する電
話相談（#8000）

○ 医務課

　（３）思春期における健康づくり

90 3-(3)
エイズ及び性感染症知識啓発普及
講習会等の開催

エイズ及び性感染症に関する知識の普及、学校における講習
会の実施等

○ 健康増進課

91 3-(3) エイズ・薬物乱用防止教育研修会 エイズ・薬物乱用防止にかかる指導方法の研修 ○
教・スポーツ健康
課

92 3-(3) 薬物乱用防止への取り組み 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の展開 ○ 衛生薬務課

93 3-(3) 薬物乱用防止教室の開催推進 学校における薬物乱用防止教室の開催 ○
教・スポーツ健康
課

94 3-(3) 受動喫煙防止の推進
・禁煙分煙推進事業
・マスメディア、チラシ、ポスター等を活用した普及

○ 健康増進課

95 3-(3) 防煙教育の推進
・保健所による健康出前講座の実施
・喫煙防止推進事業
・市町村や教育の関係者との会議

○ 健康増進課

96 3-(3)
妊産婦等へのたばこの害に関する知
識の普及

・マスメディア、チラシ、ポスター等を活用した普及
・市町村事業との連携による普及

○ 健康増進課

児童生徒の健康問題等への対応 専門医等による児童生徒の健康相談等
教・スポーツ健康
課

学校保健課題解決支援
子どもの生活習慣・アレルギー疾患・性に関する指導の3課題
の支援チームによる助言等

教・スポーツ健康
課

98 3-(3) 思春期コンサルタントの実施 思春期に関する特定相談窓口の開催 ○
精神保健福祉セ
ンター

3-(3)

○

○

78 3-(2)

97
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99 3-(3) 思春期問題ワークショップの開催 思春期精神保健福祉に携わる関係者の研修会の開催 ○
精神保健福祉セ
ンター

100 3-(3) 発達障害者サポーターの養成・派遣
孤立しがちな発達障害者の特性を理解しながら、支援する発達
障害者サポーターを養成し、派遣を行う

◎ 障害福祉課

101 3-(3) 思春期体験学習の推進
赤ちゃん抱っこ体験や妊婦疑似体験等を通して、命の大切さや
自分を大切にすることについて学習

○ 健康増進課

102 3-(3)
こころの発達総合支援センターの設
置・運営

子どもの心の診療や発達障害に関する最も先進的な医療の実
施や充実した相談支援等を行う機関の設置・運営

◎ 子育て支援課

103 3-(3) 子どもの心の診療支援事業

・こころの発達総合支援センター及び県立北病院の児童思春期
精神科医療の強化・拡充を図る
・子どもの心の診療関係者の研修事業を実施し、質の向上を図
る
・子どもの心の診療に関する情報を関係機関及び地域住民に
対し適切に提供するとともに、普及啓発を図る

○ 障害福祉課

　（４）不妊治療に対する支援

104 3-(4) 不妊相談センターの運営 専門医師や心理職員による不妊に関する相談 ○ 健康増進課

105 3-(4) 不妊に関する情報提供
不妊相談センターのホームページやパンフレットの配布による
不妊に関する情報の提供

○ 健康増進課

106 3-(4) 不妊治療への助成 体外受精や顕微授精の不妊治療に要した経費への助成 ○ 健康増進課

　（５）食育の推進

107 3-(5) 食の安全・食育実践活動の推進
・食の安全・食育推進大会の開催
・食に関する情報・意見交換会の開催

○ 消費生活安全課

108 3-(5) 食育推進ボランティアの育成
食育の各分野における食育推進ボランティアを登録し、研修会
等により資質の向上を図り、児童・生徒などを対象とした普及啓
発活動等食育推進ボランティア活動の充実を図る

○ 消費生活安全課

109 3-(5) 食育ホームページ等による情報提供
県ホームページに食育に関する様々な情報を掲載し、食育の推
進を図る

○ 消費生活安全課

110 3-(5)
保育所栄養士・調理員への研修の実
施

保育所等の栄養士・調理員に対し、専門性向上のための研修
会の実施

○ 子育て支援課

111 3-(5) 出前栄養相談の開催 児童館を活用しての栄養相談、指導 ○ 健康増進課

112 3-(5)
山梨学院大学・山梨学院短期大学と
の協定

健康・栄養教育及び食育の推進に関する連携協力 ○ 健康増進課

◎：目標以上の達成　　→ 3

○：目標どおり達成　　→ 46

△：一定の成果があった→ 0

×：未達成　　　　　　→ 0
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第４節　子どもたちを取り巻く教育環境の充実

　（１）次代の親となる若者の育成と自立促進

113 4-(1) 若者チャレンジへの支援

・正社員就職を希望する若者を対象に、就職活動の基本から面
接マナーなど必要なスキルを短期集中形式で身につけるセミ
ナーを開催「チャレンジ就活講座」
・正社員就職を希望する若者に若者の採用に意欲のある企業と
の出会いの場を提供するミニ面接会を開催「 チャレンジ仕事広
場」
・若者が早期に離職しないようにするため、企業側の意識改革
を促すセミナーを開催「若者職場定着セミナー」

○ 労政雇用課

114
4-(1)
★

地域の人材を活用した教育
各分野に優れた知識、経験、技能をもつ社会人を学校教育活性
化に活用

◎ 教・義務教育課

115
4-(1)
★

高校生インターンシップ推進事業
・「インターンシップ推進連絡協議会」「地域連絡会議」の設置
・事前指導における勤労観、職業観育成のための講演

◎ 教・高校教育課

116 4-(1) ジュニアトライワークの実施
小・中学生の職業観、勤労観の醸成を図るため、県内事業所に
おいて職場体験を実施

○ 労政雇用課

117 4-(1)
高校生の地場中小企業等職場見学
の実施

高校生の職業意識の醸成を図るため、県内事業所において職
場見学を実施

○ 労政雇用課

118 4-(1) ものづくり技能者の育成促進
高度の技術、技能に触れさせるとともに、「ものづくり」への関心
を高めるため、高校生のものづくり体験講座の実施

○ 産業人材課

119 4-(1)
地域連携ものづくり産業人材育成事
業

ものづくりを支える専門的職業人を育成するため、産学官連携
により、地域産業界と工業系高校のニーズを踏まえた人材育成
プログラムを実践

◎ 教・高校教育課

120 4-(1) 児童生徒キャリア育成推進事業

・小・中・高等学校キャリア教育推進会議の設置
・小・中・高等学校キャリア教育アドバイザー（推進中核教員）の
養成
・児童生徒キャリア育成推進事業研究協力校の指定と調査研
究の推進

○ 教・義務教育課

121 4-(1) 職業訓練の実施
産業構造の変化や技術革新等に対応した人材を育成するた
め、産業技術短期大学校、峡南高等技術専門校、就業支援セ
ンターの訓練の実施

○ 産業人材課

122 4-(1)
農業大学校における研修教育の充
実・強化

本県農業を支える担い手として必要な実践的能力を持つ農業
経営者を育成するため、県立農業大学校の研修教育の充実・
強化

○ 農業技術課

　（２）確かな学力の定着・向上

4-(2)
学力向上への取り組み
（義務教育）

・小・中学校
　国語力、論理的な思考力、数学的処理能力の育成等

教・義務教育課
教・高校教育課

4-(2)
学力向上への取り組み
（高校教育）

・高等学校
　読書活動の充実、言語活動の充実、科学的・数学的な思考力
の育成等

教・義務教育課
教・高校教育課

124 4-(2) 少人数教育の推進「はぐくみプラン」
小学校1、2年生の30人学級及び中学校1年生の35人学級の実
施

◎ 教・義務教育課

125 4-(2)
きめ細かな指導を行うための教員の
配置

きめ細かな指導を行うため、ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞや少人数指導を行え
るよう教員を配置

○
教・総務課
教・義務教育課

126 4-(2)
「こどもにすすめたい本」の作成・配
布

子どもたちに本の素晴らしさや読書の楽しさを伝え、大人にも理
解を深めてもらうため、子どもに勧めたい本を紹介

○ 教・社会教育課

127 4-(2) 子ども読書活動推進体制の強化
子どもの読書活動に携わる人材の資質向上のため、研修会等
を開催

○ 教・社会教育課

128 4-(2) 国語力の向上
論理的思考力や読解力を向上させるための教材研究や授業の
研究実践等

○ 教・義務教育課

　（３）豊かな心の育成

129
4-(3)
★

やまなし心づくり推進事業
道徳教育推進リーダーの養成研修、道徳教育推進校の指定、
やまなし心づくり推進会議の設置

○ 教・義務教育課

130 4-(3) 夢をはぐくむ体験活動サポート事業
体験的学習や活動を通して、生徒に自らのあり方生き方を考え
させるとともに、将来への夢を持たせ、生徒の「生きる力」を育む

◎ 教・高校教育課

131 4-(3)
フロンティアアドベンチャーやまなし
少年海洋道中

青少年の健全育成を図るための洋上研修と自然体験活動 ◎ 教・社会教育課

132 4-(3) 農業体験学習の促進
農業への関心が高く、豊かな人間性を備えた児童生徒を育成す
るため、小中学校における農業体験学習を促進

○ 教・義務教育課

133 4-(3) 環境学習指導者の派遣
やまなしエコティーチャーの養成及び民間団体等が開催する環
境保全に関する研修会等への派遣

◎ 森林環境総務課

134 4-(3) 高校生の一日リハビリテーション体験
リハビリテーションに関する普及啓発のため、高校生を対象に
医療の現場でのリハビリテーション体験

○ 長寿社会課

135 4-(3) 高校生の一日看護師 県内高校生の医療の現場で看護師業務の体験 ○ 医務課

136 4-(3) いじめ・不登校ホットライン
専門の相談員による児童生徒や保護者のための電話による相
談支援

○ 教・総務課

137 4-(3) 学校不適応児童生徒に対する支援
いじめ・暴力行為・不登校等への対応並びに校内の生徒指導体
制の充実を図るために協力員を配置

○ 教・義務教育課

138 4-(3) スクールカウンセラーの配置・派遣
いじめ・暴力行為・不登校等を解決するための専門相談員の配
置・派遣

○ 教・義務教育課

139 4-(3) スクールソーシャルワーカーの配置
教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識
や技術を用いて、問題を抱える児童生徒に支援するためスクー
ルソーシャルワーカーを配置

○ 教・義務教育課

140 4-(3) 巡回教育相談
心に悩みや問題を抱える生徒やその保護者、指導する教員を
対象に学校外で個別の教育相談を受けられる機会を提供する

◎ 教・高校教育課

141 4-(3) 巡回児童劇場の開催
児童に優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供し、情感豊かな
心を育みながら健全な育成を図るため、学校施設を利用した演
劇公演を開催

○ 生涯学習文化課

142 4-(3) 高校生の芸術文化活動への支援
芸術文化活動推進のための芸術文化祭の開催や参加への支
援

◎ 教・高校教育課

123 ○
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143 4-(3)
芸術文化施設における親子等を対象
とした取り組みの推進

美術館、文学館、考古博物館及び博物館における親子等を対
象とした各種取り組みの推進

○
教・学術文化財
課

144 4-(3) 県立図書館の活用
子どもの読書の活発化を図るため、読書の案内や相談を行うと
ともに、子どもの読書活動実践者への情報提供等を行う

○ 教・社会教育課

　（４）幼児教育の充実

145 4-(4) 幼児教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの推進 幼児教育の質の向上と幼児教育に関する政策ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの推進 ○ 教・義務教育課

146 4-(4) 3歳児の幼稚園就園の促進 ３歳児の就園を促進するための私立幼稚園への助成 ◎ 私学文書課

147 4-(4) きめ細やかな学習指導の推進
チームによるきめ細やかな幼児教育を実施するための私立幼
稚園への助成

○ 私学文書課

148 4-(4) 保幼小連携教育の推進
・山梨県幼児教育研究委員会の設置
・保幼小連携教育研修会の開催

◎ 教・義務教育課

149 4-(4) 子育て相談や施設の地域への開放 施設や機能を地域に開放する子育て支援活動への助成 ○ 私学文書課

　（５）家庭・地域の教育力の充実

150
4-(5)
★

（父親の子育て参加支援事業）父親
を考えるフォーラムの開催

父親の家庭教育参加意識の啓発 ○ 教・社会教育課

（父親の子育て参加支援事業）お父
さん応援出張講座

父親の家庭教育参加意識を啓発及び企業との連携による社会
的な子育て支援の充実

教・社会教育課

家庭教育手帳の活用促進
乳幼児から小中学校生までの子育てやしつけを解説したCD-
ROMの活用を促進

教・社会教育課

152 4-(5) 青少年学習成果活用事業
生涯学習への動機付けのため、青少年を講師として募集し、そ
の体験や学習成果を発表する講座を開催

◎ 生涯学習文化課

153 4-(5) やまなし学校応援団育成事業
学校を支援する体制づくりの推進と住民等の学習成果の活用
機会の拡充、子どもの健全な育成及び地域の教育力の活性化
を促進

○ 教・社会教育課

　（６）スポーツ・健康教育の充実

154 4-(6) 運動部活動の充実 中学校及び高校の運動部活動への外部指導者の派遣 ○
教・スポーツ健康
課

155 4-(6) 指導者講習会の開催
中央講習会への派遣及び県内指導者への指導法の講習会実
施

○
教・スポーツ健康
課

156 4-(6) 生涯・地域スポーツ推進事業
市町村等が設立支援する総合型地域スポーツクラブへの育成
支援

○
教・スポーツ健康
課

157 4-(6) 健康教育指導者の研修会 学校における健康教育、指導方法に関する研修 ○
教・スポーツ健康
課

158 4-(6) 学校を中心とした食育の推進 学校を中心とした組織的・体系的な食育の推進 ○
教・スポーツ健康
課

159 4-(6) 学校栄養職員研修会の開催 学校における食育の推進に関する研修 ○
教・スポーツ健康
課

　（７）青少年を取り巻く環境の整備

160 4-(7) 青少年健全育成指針の推進
青少年をめぐる今日的な課題に的確に対応し、青少年の健全
育成にかかる施策を明確にし、総合的かつ効果的な推進を図る

○ 教・社会教育課

161 4-(7) 青少年問題協議会の開催
青少年に関する総合施策の樹立のため、青少年行政に係る重
要な事項について、調査、審議を行う

○ 教・社会教育課

162 4-(7) 「山梨の青少年」の作成
青少年の生活やそれを取り巻く状況及び県の取組状況を登載
し関係機関に配布（2年に1回）

○ 教・社会教育課

163 4-(7) 青少年の生活意識調査の実施
県内青少年の意識調査を実施し、青少年の行動の実態と生活
意識を把握し施策に活用（5年に1回）

○ 教・社会教育課

164 4-(7) 有害図書類等の規制

・健全育成審査部会の開催
・有害図書類の指定、撤去命令
・青少年を取り巻く社会環境調査の実施
・有害図書類自動販売機、書店等設置場所への立入検査の実
施

○ 教・社会教育課

165 4-(7) 駅前、街頭キャンペーンの実施
青少年健全育成を図るための駅前広報活動や青少年に関わり
の深い関係業界が参加し、街頭キャンペーンの実施

○ 教・社会教育課

166 4-(7)
非行防止啓発リーフレット、ステッ
カーの作成、配布

青少年の非行防止、健全育成、業界自主規制のためのリーフ
レット、ステッカー等の配布

○ 教・社会教育課

167 4-(7) 関係業界との連携
青少年と関わりの深い業界と連携し、酒類、たばこ類、有害図
書類の自主規制、非行防止パトロールの実施

○ 教・社会教育課

168 4-(7) 青少年健全育成推進大会の開催
健全育成功労者、「家庭の日」等のポスター表彰、講演、研修の
実施

○ 教・社会教育課

169 4-(7) 広報誌「やまなしの青少年」の発行
青少年育成山梨県民会議が行う地域における青少年活動や青
少年育成県民運動を広く紹介し、青少年育成ネットワークの充
実を図る情報誌「やまなしの青少年」発行への助成

○ 教・社会教育課

170 4-(7) 「少年の主張」山梨県大会の開催
青少年育成山梨県民会議が行う中学生に社会の一員として自
覚を持たせ、現在の考え方を広く一般に訴える場を提供する
「少年の主張」山梨県大会への助成

○ 教・社会教育課

171 4-(7) 青少年関係施設の利用促進
青少年センター、少年自然の家、科学館、青少年自然の里、愛
宕山こどもの国における各種事業の実施

○
子育て支援課
教・社会教育課

172 4-(7)
有害インターネットサイトの接続の制
限

少年を犯罪被害から守るため、有害なサイトへの接続を遮断す
るフィルタリングシステムの導入促進

○
警・少年・女性安
全対策課

173 4-(7) 防犯講話等の開催
少年を非行や犯罪被害から守るための、非行防止活動や薬物
乱用防止教室等の開催

○
警・少年・女性安
全対策課

174 4-(7) 学校関係者への説明会の実施

少年が関係する犯罪情勢や出会い系サイトに関係した少年の
犯罪被害を周知するため、校長会、生徒指導研修会において、
少年の非行防止、犯罪被害防止及び出会い系サイト規制法等
の概要について説明

○
警・少年・女性安
全対策課

175 4-(7)
ホームページでの広報活動、サイ
バーボランティアの導入促進

インターネット上で児童に有害な情報を提供している関連事業
者に対する警告活動等及びサイトを利用している児童に対する
広報啓発活動

○
警・少年・女性安
全対策課

151 4-(5) ◎
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4-(7)
情報モラル教育の推進
（義務教育）

子どもたちが有害情報等に巻き込まれないための教育の実施
教・義務教育課
教・高校教育課

4-(7)
情報モラル教育の推進
（高校教育）

子どもたちが有害情報等に巻き込まれないための教育の実施
教・義務教育課
教・高校教育課

177 4-(7) 「暮らしの教室」の実施
若年層を狙った悪質商法の被害を未然に防ぐため、高校生等を
対象に「暮らしの教室」（若者教室）を実施

○ 消費生活安全課

178 4-(7) 「教職員研修」の実施
児童生徒に対する消費者教育のあり方を学んでもらうため、小
中高学校の教員を対象に研修会を実施

○ 消費生活安全課

◎：目標以上の達成　　→ 13

○：目標どおり達成　　→ 53

△：一定の成果があった→ 0

×：未達成　　　　　　→ 0

176 ○
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第５節　仕事と子育てを両立するための支援

　（１）仕事と生活の調和の推進

179
5-(1)
★

子育てを支援する企業の募集・広報 子育てを応援する企業を募集し、取り組みを紹介 ◎ 子育て支援課

180 5-(1) 労働に関する情報の提供 広報誌「やまなし労働」の発行、インターネットによる情報提供 ○ 労政雇用課

181 5-(1) チャレンジマザーの就職支援
子育て中または子育てが一段落した女性の就職支援を図るた
め、就職を希望する女性を対象とした職業訓練を推進

○ 産業人材課

182 5-(1) パートナーシップセミナー
男女が自立し共に輝く社会をつくるため、男性学講座、共生学
講座等の開催

○
県民生活・男女
参画課

183 5-(1) 男女共同参画に関する情報の提供
女性が様々な活動に参画することを可能にするために必要な支
援情報をホームページ・情報誌などで提供

○
県民生活・男女
参画課

184 5-(1) 男女共同参画企業懇話会
懇話会を通じて性別による役割分担意識の改革、女性の活用、
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽによる働き方の見直しなど企業の取り組みを促
進する

○
県民生活・男女
参画課

185 5-(1) 男女共同参画推進月間事業の促進
啓発パンフレットや物品を配布したり、記念講演や育児に関する
ギャラリー展等を開催するなど、男性の育児への参加等の男女
共同参画活動を促進する

○
県民生活・男女
参画課

企業における男女共同参画推進セミ
ナー

県内企業の経営者や人事労務担当者をはじめ、一般の方々を
対象に男女共同参画の取組を推進するための研修会の開催

県民生活・男女
参画課

企業における男女共同参画実践活
動支援事業

企業にワークライフバランスに向けた取組を実践してもらい、従
業員だれもが能力を発揮し働き続けられる職場づくりを目指す

県民生活・男女
参画課

187 5-(1) 農村女性の経営参画の推進
・家族経営協定の締結推進
・女性リーダーの養成

◎ 農業技術課

　（２）男性の子育ての促進

188 5-(2) 子育て親育て塾
子育てに関する講座やイベントを男女共同参画推進センターに
て開催

○
県民生活・男女
参画課

189 5-(2)
父親が子どもと一緒に過ごす機会の
提供の促進（安心こども基金事業）

安心こども基金を活用して、ＮＰＯ等から父親向けの研修や親
子参加型イベント等を実施する市町村への助成

○ 子育て支援課

　（３）企業に対する支援

190 5-(3)
中小企業労働施策アドバイザーの設
置

企業訪問による巡回労働相談や各種労働施策の普及 ○ 労政雇用課

191 5-(3) 講習会・相談会 育児休業制度等の規定の整備のための講習会・相談会を開催 ○ 労政雇用課

192 5-(3) 企業内保育所設置推進事業 企業内に従業員等のために保育施設を設置することへの支援 ○ 労政雇用課

193 5-(3) 病院内保育施設の設置促進
勤務時間が特殊であることから、地域の保育所の利用が困難な
医療従事者のため、病院内において保育施設を設置・運営する
事業に対し助成

○ 医務課

◎：目標以上の達成　　→ 2

○：目標どおり達成　　→ 13

△：一定の成果があった→ 0

×：未達成　　　　　　→ 0

186 5-(1) ○
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第６節　支援を必要とする子どもたちへのきめ細かな取り組み

　（１）児童虐待の予防と早期発見

194 6-(1) 児童虐待問題の啓発活動 児童虐待防止のための、新聞・テレビ・ラジオ等による広報啓発 ○ 子育て支援課

195
6-(1)
★

乳児家庭全戸訪問事業の促進
生後4ヶ月までの乳児のいる家庭を対象に保健師等が訪問し、
地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図る事業
の促進

◎ 子育て支援課

196
6-(1)
★

養育支援訪問事業の促進
養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等が
訪問し、養育に関する指導・助言等を行う事業の促

○ 子育て支援課

197 6-(1)
愛育会への事業委託（家庭の養育力
強化事業）

虐待を未然に防ぐために家庭の養育力を育成向上するための
支援について、一貫して母と子の健康を守り育てることを目的に
活動している愛育会に委託し、実施する

◎ 健康増進課

198 6-(1) 研修会の開催
児童虐待対応の専門性を高めるための市町村担当者研修会及
び早期発見、早期通告等のため関係機関（保育所、幼稚園、小
中学校、民生委員等）の担当者研修会の開催

○ 子育て支援課

199 6-(1) 地域連絡会議の運営 児童虐待防止のための管内市町村の指導、研修会の開催 △ 子育て支援課

200 6-(1) 市町村ネットワークの充実 市町村における要保護児童対策地域協議会の充実を図る ○ 子育て支援課

　（２）虐待を受けた児童の迅速・適切な保護

201 6-(2) 児童養護施設の整備 要保護児童のための児童養護施設の設置促進 ○ 子育て支援課

202 6-(2) 一時保護体制の充実
一時保護所において心理療法士による遊戯療法やカウンセリン
グを実施

◎ 子育て支援課

203 6-(2)
一時保護所における教職員免許保
有指導員の配置

一時保護児童の教育機会の拡大のための学習指導員の配置 ◎ 子育て支援課

　（３）社会的養護体制の充実

204 6-(3)-ｱ 制度の周知及び勧誘活動
小規模住居型児童養育事業の周知や個別説明を実施するなど
普及活動の実施

○ 子育て支援課

205 6-(3)-ｱ 里親支援策の充実
里親制度の普及促進、里親研修の実施や相談支援等による里
親への支援の充実

○ 子育て支援課

206 6-(3)-ｱ
小規模住居型児童養育事業（ファミ
リーホーム）の促進

小規模住宅型児童養育事業の普及啓発や促進、円滑な運営の
ための支援

○ 子育て支援課

207
6-(3)-ｱ
★

里親制度の周知、新規里親の開拓
里親経験者による講演会や里親制度の説明会等により新たな
里親の開拓を行う

○ 子育て支援課

208 6-(3)-ｱ 里親委託の推進
里親委託等推進委員会の設置及び当該委員会の開催等を通し
た里親委託等の円滑な推進及び里親会の活用

○ 子育て支援課

209 6-(3)-ｱ 児童養護施設等の活用
児童養護施設等により養育に悩んでいる里親への指導・相談援
助を行う

○ 子育て支援課

210 6-(3)-ｱ 里親研修の充実
基礎研修や認定前研修の内容を充実させ、里親の資質向上を
図る

○ 子育て支援課

211 6-(3)-ｲ
入所施設における児童のケアへの取
り組み

児童養護施設における施設の小規模化、心理療法室・親子生
活訓練室等の整備促進

○ 子育て支援課

212
6-(3)-ｲ
★

施設等のケアの小規模化の促進
地域小規模児童養護施設や児童養護施設への小規模グルー
プケア機能の設置促進等

○ 子育て支援課

213 6-(3)-ｳ 関係機関の連携体制の構築
児童相談所、市町村、児童家庭支援センター等関係機関の連
携体制の構築

○ 子育て支援課

214 6-(3)-ｳ 支援のための体制づくり
相談機関を三層に位置付け、役割を整理し機能的に連携して支
援にあたる体制づくりを推進

△ 子育て支援課

215 6-(3)-ｳ 既存施設の機能強化
研修などを通じた児童家庭支援センター職員の資質の向上、本
体施設との連携強化の取り組みの促進

△ 子育て支援課

216 6-(3)-ｳ 利用実態の把握 母子生活支援施設の利用実態を把握し、問題点の洗い出し △ 子育て支援課

217 6-(3)-ｳ
母子生活支援施設と関係機関との連
携体制の構築

児童相談所、市町村、女性相談所等関係機関の会議を設置す
るなど、母子生活支援施設と関係機関の連携体制の構築

△ 子育て支援課

218 6-(3)-ｴ 被措置児童虐待対策業務の実施
被措置児童への質の高い支援、虐待対応ガイドラインに基づく
事業の検証、関係機関の連携強化等

○ 子育て支援課

219 6-(3)-ｴ
施設等における第三者評価の受審
促進

第三者評価の評価基準、評価項目の策定及び評価結果に基づ
く改善の検証・指導等

◎ 子育て支援課

　（４）児童の自立支援

220 6-(4) 制度の周知及び勧誘活動
児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）について、積極的に
普及啓発を図る

△ 子育て支援課

221 6-(4) 事業者の選定等 現地訪問や相談指導を行う中で事業者の選定等を行う △ 子育て支援課

222 6-(4) 自立援助ホームの設置促進 自立援助ホームの設置促進 △ 子育て支援課

223 6-(4) 児童の心のケア
児童相談所に児童精神科医を配置し、児童の心のケアを進め
る

○ 子育て支援課

224 6-(4) 親子養育訓練事業の実施
虐待等を行った親子を対象に通所での養育訓練事業を実施す
ることにより、家庭における養育機能の再生・強化や親子関係
の改善を図る

○ 子育て支援課

225 6-(4) 親への指導・支援
児童相談所に親のカウンセリングのための児童精神科医の配
置

○ 子育て支援課

226 6-(4) ペアレントトレーニングの実施 子どもとのかかわり方やほめ方等を学び、子育てに役立てる △ 健康増進課

227 6-(4) 退所後の自立指導
退所後の自立指導のため施設職員による家庭や職場への訪問
指導

○ 子育て支援課

228 6-(4) 精神的不安を抱える子どもへの支援
・メンタルフレンドの派遣
・マザーズホームの開催
・ひきこもり児童への通所指導

○ 子育て支援課
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229 6-(4)
施設退所者等が集える環境の整備
の検討

施設退所者が気軽に集うことができる場などの検討 △ 子育て支援課

　（５）ひとり親家庭への支援

230 6-(5) ひとり親家庭等自立促進計画の推進 自立促進のための施策・事業をまとめた計画の見直し・推進 ○ 子育て支援課

231 6-(5) 母子自立支援員の配置 各保健福祉事務所に母子自立支援員を配置 ○ 子育て支援課

232 6-(5) 就業・自立支援センターによる支援
ひとり親家庭の親を対象とした就業相談や就業に必要な情報の
収集、提供

○ 子育て支援課

233 6-(5) 日常生活支援事業
ひとり親家庭に対し一時的な家事援助や保育支援のための家
庭生活支援員の派遣

○ 子育て支援課

234 6-(5) 母子家庭の母に対する職業訓練
就労経験に乏しい母子家庭の母の職業的自立を促すための職
業訓練

△ 産業人材課

235 6-(5)
ひとり親家庭職業訓練時託児サービ
ス

ひとり親が職業訓練を受ける際の託児サービスの実施 ○ 子育て支援課

236 6-(5) ひとり親家庭医療費の助成 ひとり親家庭の医療費への支援を行う市町村への助成 ○ 子育て支援課

237 6-(5) 児童扶養手当
ひとり親家庭において児童育成のための経済的支援が必要な
者に支給（平成22年8月から父子家庭も支給対象）

○ 子育て支援課

238 6-(5) 自立支援給付金
母子家庭又は父子家庭の生活の安定と経済的自立を支援する
ため支給

○ 子育て支援課

239 6-(5) 福祉資金の貸付 母子家庭・寡婦に対する必要な資金の貸付 ○ 子育て支援課

240 6-(5) 職業訓練手当
就職に必要な職業能力開発に取り組む母子家庭の母のうち経
済的支援が必要な者に支給

○ 産業人材課

241 6-(5) ひとり親家庭小中学校入学支度金
小・中学校に入進学する児童を育てているひとり親家庭に支度
金を給付

○ 子育て支援課

　（６）障害児等への支援・特別支援教育の充実

242 6-(6)
幼稚園における心身障害児の就園
の促進

障害児を受け入れている私立幼稚園への助成 ○ 私学文書課

243 6-(6)
保育所等の障害児受け入れに係る
施設整備への支援

障害児の受け入れに係る設備整備への助成 △ 子育て支援課

244 6-(6) 障害児への放課後支援 障害児を放課後児童クラブに受け入れる市町村への助成 ○ 子育て支援課

245 6-(6)
障害児への居宅介護支援（ホームヘ
ルプサービス）

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、洗濯及び掃除
等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等生活全般にわ
たる援助により介護者の負担を軽減する

○ 障害福祉課

246 6-(6) 障害児の発達を支援（デイサービス）
障害児の発達を促すため、障害児に基本的生活動作の習得や
集団生活への適応訓練

○ 障害福祉課

247 6-(6)
重症心身障害児を抱える家庭への支
援

在宅の重症心身障害児（者）が通園によって日常生活動作等の
必要な療育を受けるとともに、家庭における療育技術の習得

○ 障害福祉課

248 6-(6)
障害児を抱える家庭への支援
（ショートステイ）

居宅において介護を行う者の疾病等の理由により、短期間の入
所を必要とする障害児に対して、施設等において入浴や排せつ
等の必要な支援を行う

○ 障害福祉課

249 6-(6)
発達障害者コンサルタント養成・派遣
事業

発達障害に関する相談や助言を行うため、派遣要請のある保
育所や幼稚園へ地域療育支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを含むチームを派遣
するとともに、研修等によりコンサルタントのスキルアップを図る

○ 障害福祉課

250 6-(6) 発達障害者支援体制整備事業
発達障害のある人について、乳幼児期から成人期までの各ライ
フステージに対応する一貫した支援体制の整備を図る

○ 障害福祉課

251 6-(6) 特別支援教育体制の整備
「やまなし特別支援教育プラン」に基づく施策の具現化
  ・特別支援学校の施設整備
　・知的障害支援学校の大規模化への対応

○
教・新しい学校づ
くり推進室

252 6-(6) 特別支援教育の推進

・特別支援教育担当職員研修の実施
・山梨県特別支援教育体制強化事業において専門家の配置
・交流及び共同学習推進事業の実施
・特別支援学校のセンター的機能の充実

○
教・新しい学校づ
くり推進室

◎：目標以上の達成　　→ 5

○：目標どおり達成　　→ 42

△：一定の成果があった→ 12

×：未達成　　　　　　→ 0
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第７節　子育てを安全・安心にできる環境づくり

　（１）子育てにやさしい環境づくり

253 7-(1)
子育てにやさしい環境づくりに理解を
深めるための広報活動

子育ては、子育て家庭だけでなく社会全体で取り組むことの重
要性を啓発

◎ 子育て支援課

254 7-(1) 歩道のフラット化を進める事業
子ども等交通弱者が安心して通行できるよう歩道のフラット化な
どの整備

◎ 道路管理課

255 7-(1) 鉄道駅のバリアフリー化
妊婦や乳幼児を連れた人をはじめ、誰もが安全で快適に鉄道
駅を利用できるようにするための駅の設備整備への助成

○ 交通政策課

256
7-(1)
★

乗合バスのバリアフリー化
妊婦や乳幼児を連れた人をはじめ、誰もが安全で快適に乗合
バスを利用できるようにするためのノンステップバス等導入への
助成

○ 交通政策課

257 7-(1) 市町村振興資金の貸付
市町村が行う少子化対策に関する施設整備等のための経費に
対する融資

○ 市町村課

258 7-(1) 河川空間の整備
子どもたちが自然とのふれあう機会を増進するための河川空間
整備

○ 治水課

259 7-(1) 公営住宅の整備
個人のプライバシー、家族の団らん等に配慮した適正な広さを
もつ住宅の整備

◎ 建築住宅課

260 7-(1) 多子世帯の優先入居の推進 公営住宅における多子世帯等の優先入居の推進 ◎ 建築住宅課

　（２）安全・安心なまちづくり推進体制の整備

261 7-(2)
安全・安心なまちづくり推進会議の開
催

山梨県安全・安心なまちづくり基本方針に基づき、推進会議を
設置し、安全・安心なまちづくりの普及啓発などを進める

○
県民生活・男女
参画課

262 7-(2)
安全・安心なまちづくり推進大会の開
催

県民一人ひとりの防犯意識の高揚と、地域の自主的な防犯活
動の推進を図るために県民大会を開催

○
県民生活・男女
参画課

263 7-(2) 広報・啓発
リーフレットの配布やホームページの活用、キャンペーン等によ
る安全・安心なまちづくりの普及

○
県民生活・男女
参画課

264 7-(2) 「声かけ、あいさつ運動」の推進
地域社会の連携感を強め、思いやりの心を醸成することを期す
るとともに、豊かな人間関係を育む明るく住みよい社会づくりを
進めるため「声かけ、あいさつ運動」を推進

○
県民生活・男女
参画課

7-(2)
地域住民・ボランティアとの協働
（県民生活）

子どもの通学路等における安全を確保するための地域住民・防
犯ボランティアとの協働による防犯パトロール、広報及び青色防
犯パトロ-ルを実施

県民生活・男女参画課
警・生活安全企画課

7-(2)
地域住民・ボランティアとの協働
（警察）

子どもの通学路等における安全を確保するための地域住民・防
犯ボランティアとの協働による防犯パトロール、広報及び青色防
犯パトロ-ルを実施

県民生活・男女参画課
警・生活安全企画課

266 7-(2) 防犯講習の開催
不審者侵入事案、声かけ事案等に対する対応要領、知識を習
得させ、子どもが犯罪被害に遭わないための防犯講習

○
県民生活・男女
参画課

267 7-(2) 「子ども110番の家」 「子ども110番の家」と学校、地域の連携の推進 ○
警・少年・女性安
全対策課

268 7-(2) 青色防犯パトロール
一定の要件のもと、自主防犯パトロールに用いる自動車に青色
回転灯を装着することを認め、自動車による自主防犯パトロー
ルを行う

○
警・生活安全企
画課

269 7-(2) 犯罪等に対する情報提供
子どもが被害者となる犯罪防止のため、犯罪手口等の情報を提
供

○
警・少年・女性安
全対策課

270 7-(2)
公立学校危機管理マニュアルの作成
促進

児童生徒の安全を確保するための公立学校における危機管理
マニュアル作成の促進

○
教・スポーツ健康
課

271 7-(2)
地域ぐるみの学校安全体制の整備
推進

地域社会全体で学校安全に取り組む体制を整備
・スクールガードリーダーの委嘱
・スクールガードの養成

○
教・スポーツ健康
課

272 7-(2) 私立学校の安全対策
私立学校における安全性を確保するための施設整備等の安全
対策への支援

◎ 私学文書課

273 7-(2) スクールサポーターの配置
学校等で実施する非行防止・犯罪防止教育等を支援する「ス
クールサポーター」を警察署に配置

○
警・少年・女性安
全対策課

274 7-(2) 地域安全マップの作成
各警察署管内ごとに、事件や事故が起こるかもしれないと不安
に感じる場所や危険な場所などの情報を地図に表す

○
警・少年・女性安
全対策課

　（３）交通安全の推進

275 7-(3) 各種交通安全運動等の実施
春・秋の全国交通安全運動をはじめとした各種交通安全運動を
実施し、交通ルールの遵守と交通マナーの実践についての普
及啓発を推進

○ 交通政策課

276 7-(3) 交通安全教室の実施
受講者の年代に応じた教育内容及び方法により、受講者自らが
進んで交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する安全教室を
開催する

○ 警・交通企画課

277 7-(3) 道路標識・信号機などの整備 道路標識、信号機などの各種交通安全施設の整備 ◎ 警・交通規制課

278 7-(3) 「あんしん歩行エリア」等の整備 エリア内等の交通安全施設等の整備 ◎ 警・交通規制課

◎：目標以上の達成　　→ 7

○：目標どおり達成　　→ 19

△：一定の成果があった→ 0

×：未達成　　　　　　→ 0

265 ○
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